
  

 

橋本市商業協同組合が発行する橋本市共通商品券 

 

  上記ご利用終了日経過後の「橋本市共通商品券」について、資金決済に関する法律第２０条第１

項に基づき、橋本市商業協同組合は払戻し手続きを行いますので、未使用の当該商品券をお持ちのお

客様は期間内にお申し出頂きますようお願いいたします。 

 

 払戻期間 

 

令和４年４月１日（金）～令和４年６月３０日（木） 

午前１０時～午後３時（土曜・日曜・祝日を除く） 

払戻し期間にお手続きされない場合は、当該払戻し手続きから除斥されますのでご注

意ください。 

申し出及び払戻し方法 
商品券をご持参の上、所定用紙（裏面が使えます）に必要事項をご記入ください。

後日ご指定の口座へ振込いたします。 

提 出 先 橋本市商業協同組合 
 

  

  

  

    

  

  

 

 

※なお、偽造されたもの、破損により商品券番号の照会ができないもの、３分の１が滅失しているものは、払戻し

が出来ませんのでご注意ください。 

【お問い合わせ】橋本市商業協同組合  〒648-0073 和歌山県橋本市市脇 1丁目 3番 18号 

橋本商工会館４階 

 ＴＥＬ．0736-32-0004    

https://www.hashimoto-cci.or.jp/archives/achv 

  

 

対象となる 

商品券 


